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院
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一
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提
出
カ
ジ
ノ
を
含
む
統
合
型
リ
ゾ
ー
ト
（
Ｉ
Ｒ
）
担
当
の
内
閣
府
副
大
臣
が
収
賄
容
疑
に
よ
り
逮

捕
さ
れ
た
事
案
と
Ｉ
Ｒ
の
在
り
方
に
関
す
る
質
問
に
対
し
、
別
紙
答
弁
書
を
送
付
す
る
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衆
議
院
議
員
中
谷
一
馬
君
提
出
カ
ジ
ノ
を
含
む
統
合
型
リ
ゾ
ー
ト
（
Ｉ
Ｒ
）
担
当
の
内
閣
府
副
大
臣
が
収
賄
容
疑
に
よ

り
逮
捕
さ
れ
た
事
案
と
Ｉ
Ｒ
の
在
り
方
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書 

一
に
つ
い
て 

 
 

我
が
国
に
お
け
る
特
定
複
合
観
光
施
設
区
域
の
整
備
は
、
カ
ジ
ノ
施
設
の
み
な
ら
ず
、
国
際
会
議
場
施
設
、
展
示
施
設
、

レ
ク
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
施
設
等
が
一
体
的
に
運
営
さ
れ
る
統
合
型
リ
ゾ
ー
ト
を
整
備
す
る
こ
と
に
よ
り
、
観
光
先
進
国
の
実
現

を
後
押
し
す
る
も
の
と
考
え
て
い
る
。 

二
に
つ
い
て 

 
 

カ
ジ
ノ
事
業
は
、
「
適
切
な
国
の
監
視
及
び
管
理
の
下
で
運
営
さ
れ
る
健
全
な
カ
ジ
ノ
事
業
の
収
益
を
活
用
し
て
地
域
の

創
意
工
夫
及
び
民
間
の
活
力
を
生
か
し
た
特
定
複
合
観
光
施
設
区
域
の
整
備
を
推
進
す
る
こ
と
に
よ
り
、
我
が
国
に
お
い
て

国
際
競
争
力
の
高
い
魅
力
あ
る
滞
在
型
観
光
を
実
現
す
る
た
め
」
、
特
定
複
合
観
光
施
設
区
域
整
備
法
（
平
成
三
十
年
法
律

第
八
十
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
で
定
め
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。
ま
た
、
都
道
府
県
等
（
法
第
六
条
第
一
項
に
規
定
す

る
都
道
府
県
等
を
い
う
。
）
が
、
民
間
事
業
者
と
共
同
し
て
認
定
の
申
請
（
法
第
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
認
定
の
申
請

を
い
う
。
）
を
行
う
際
に
、
区
域
整
備
計
画
（
同
項
に
規
定
す
る
区
域
整
備
計
画
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
、
犯
罪
の
発



 

２ 

 

生
の
予
防
、
善
良
の
風
俗
及
び
清
浄
な
風
俗
環
境
の
保
持
に
関
す
る
事
項
等
を
記
載
さ
せ
、
国
土
交
通
大
臣
は
、
カ
ジ
ノ
施

設
の
設
置
及
び
運
営
に
伴
う
有
害
な
影
響
の
排
除
等
の
観
点
で
優
れ
た
区
域
整
備
計
画
を
認
定
す
る
こ
と
と
し
て
い
る
。 

三
、
四
及
び
六
に
つ
い
て 

 
 

あ
き
も
と
司
衆
議
院
議
員
に
係
る
今
般
の
事
案
が
生
じ
た
こ
と
に
つ
い
て
は
、
令
和
二
年
一
月
二
十
三
日
の
衆
議
院
本
会

議
に
お
い
て
、
安
倍
内
閣
総
理
大
臣
が
「
副
大
臣
も
務
め
た
現
職
の
国
会
議
員
が
逮
捕
、
起
訴
さ
れ
た
こ
と
は
、
ま
こ
と
に

遺
憾
で
す
。
か
つ
て
副
大
臣
に
任
命
し
た
者
と
し
て
事
態
を
重
く
受
け
と
め
て
お
り
ま
す
」
と
答
弁
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ

る
が
、
当
該
事
案
に
つ
い
て
は
、
個
別
の
刑
事
事
件
に
関
わ
る
事
柄
で
あ
り
、
お
答
え
す
る
こ
と
を
差
し
控
え
た
い
。 

 
 

ま
た
、
特
定
複
合
観
光
施
設
区
域
の
整
備
に
つ
い
て
は
、
当
該
本
会
議
に
お
い
て
、
安
倍
内
閣
総
理
大
臣
が
「
Ｉ
Ｒ
の
推

進
に
当
た
っ
て
は
国
民
的
な
理
解
が
大
変
重
要
で
あ
り
、
事
業
者
の
選
定
に
お
け
る
公
正
性
、
透
明
性
の
確
保
に
つ
い
て
も
、

今
月
発
足
し
た
高
い
独
立
性
を
有
す
る
カ
ジ
ノ
管
理
委
員
会
や
国
会
で
の
御
議
論
も
十
分
に
踏
ま
え
て
丁
寧
に
進
め
て
ま
い

り
た
い
と
考
え
て
お
り
ま
す
。
」
と
答
弁
し
た
と
お
り
、
丁
寧
な
対
応
に
努
め
て
ま
い
り
た
い
。 

五
に
つ
い
て 

 
 

御
指
摘
の
「
「
適
切
な
国
の
監
視
及
び
管
理
の
下
で
運
営
さ
れ
る
健
全
な
カ
ジ
ノ
事
業
」
と
い
う
概
念
は
根
本
か
ら
覆
っ



 

３ 

 

て
い
る
」
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
が
必
ず
し
も
明
ら
か
で
は
な
い
が
、
法
第
二
百
十
四
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
カ
ジ
ノ
管
理
委

員
会
は
、
そ
の
任
務
と
し
て
カ
ジ
ノ
施
設
の
設
置
及
び
運
営
に
関
す
る
秩
序
の
維
持
及
び
安
全
の
確
保
を
図
る
こ
と
と
さ
れ

て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。 


